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第１項から第２条 略 

 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣（雑魚の餌釣・毛針釣・ル

ア－釣、あゆの友釣をいう。）に限るものとし、次の表のア欄の漁業にお

いては、イ欄の漁具・漁法により、それぞれウ欄の規模の範囲内で行わ

なければならない。ただし、舟（ゴムボ－ト類を含む。）を使用しないこ

と。 

ア、漁業 イ、漁具・漁法 ウ、規模 

あゆ漁業 

友釣り 

掛け針の数はイカリ４本以内、チラシ

３本以内。リ－ル及びルア－の使用は

禁止。 

 

第４条から第５条 略 

 

（全長制限） 

第６条 次の表の左欄の魚種は、それぞれ右欄の全長未満のものを採捕し

てはならない。 

表 略 

２ かじか卵は採取してはならない。 

 

第７条から第１０条 略 

 

（違反者に対する措置） 

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に

遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場

合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは、行わないものとする。ま

た、違反の際は南飛ブロック協議会で定めた漁場管理規程による。 

第１項から第２条 略 

 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は、手釣・竿釣（雑魚の餌釣・毛針釣・ル

ア－釣、あゆの友釣をいう。）に限るものとし、次の表の左あああああ

あああああああ欄の漁具・漁法は  、それぞれ右欄の規模の範囲内で

なああければならない。ただし、舟（ゴムボ－ト類を含む。）を使用し

ないこと。 

イ、漁具・漁法 ウ、規模 

友釣り 

掛け針の数はイカリ４本以内、チラシ

３本以内。リ－ル及びルア－の使用は

禁止。 

 

第４条から第５条 略 

 

（全長制限） 

第６条 次の表の左欄の魚種は、それぞれ右欄の全長未満のものを採捕し

てはならない。 

表 略 

２ かじか卵は採取してはならない。 

 

第７条から第１０条 略 

 

（違反者に対する措置） 

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に

遊漁の中止を命じ、以後のその者の遊漁を拒否することができる。この

場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払戻しは、行わないものとする。

また、違反の際は南飛ブロック協議会で定めた漁場管理規程による。 
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